
市
内
に
本
支
店
が
あ
る
金
融
機
関
、

郵
便
局
、
全
国
の
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス

ス
ト
ア
で
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

納
税
で
き
る
店
舗
名
な
ど
は
納
税
通

知
書
な
ど
に
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

※
納
付
の
際
に
は
納
税
通
知
書
の
期

別
を
よ
く
確
認
し
て
く
だ
さ
い

自
動
的
に
納
税
で
き
て
安
心
で
す
。

通
帳
と
届
け
出
印
を
用
意
し
て
、
市

内
の
金
融
機
関
、
ま
た
は
郵
便
局
で

手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

平
日
は
仕
事
な
ど
の
都
合
で
納
税

が
難
し
い
人
や
、
税
金
の
納
付
に
関

す
る
相
談
は
、
月
１
回
、
日
曜
日
に

開
設
す
る
休
日
納
税
相
談
窓
口
を
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

業
務
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

○
市
税
な
ど
の
収
納

市
県
民
税
、

固
定
資
産
税
、
都
市
計
画
税
、
軽

自
動
車
税
、
国
民
健
康
保
険
税
、

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

○
納
税
相
談

災
害
や
失
業
な
ど
の

事
情
に
よ
り
、
納
期
ご
と
の
納
付

が
困
難
な
人
に
は
、
納
税
相
談
を

行
っ
て
い
ま
す
の
で
、
ご
相
談
く

だ
さ
い

｢納
付
書
を
し
ま
い
忘
れ
て
い
た
｣

｢口
座
振
替
に
し
て
い
た
が
残
高
不

足
で
振
り
替
え
で
き
ず
未
納
に
な
っ

て
い
た
｣な
ど
の
理
由
で
納
税
を
忘

れ
て
い
ま
せ
ん
か
。
ご
確
認
く
だ
さ

い
。納

期
限
内
に
納
税
い
た
だ
い
て
い

る
多
数
の
納
税
者
と
の
公
正
・
公
平

を
確
保
す
る
た
め
、
法
律
の
定
め
に

よ
り
厳
正
な
滞
納
処
分
を
執
行
す
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

具
体
的
に
は
債
権
(給
料
、
年
金
、

売
掛
金
な
ど
)、
不
動
産
(土
地
、
家

屋
)、
動
産
、
自
動
車
な
ど
の
財
産
を

差
し
押
さ
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
の

で
、
納
期
限
内
で
の
納
付
を
お
願
い

し
ま
す
。
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上場株式等譲渡所得・配当所得の申告選択制度

源泉徴収ありを選択した特定口座内の上場株式等譲
渡所得や住民税が源泉徴収されている上場株式等の配
当所得(以下｢当該上場株式等の所得｣と表記)について、
地方税法の改正により当該上場株式等の所得を含めた
確定申告書を提出し、かつ、市県民税申告書を提出期
限内に提出した場合において、所得税と住民税で異な
る課税方式(総合課税・分離課税・申告不要)を選択で
きるようになりました。

住民税で申告不要を選択した場合には、配当割の控
除などは受けられなくなりますが、被扶養者判定や国
保税、介護保険料などの住民税の所得を基準に算定さ
れるものの所得には含まれなくなります。
※源泉徴収の対象となっていない上場株式等譲渡所得

や住民税が源泉徴収されていない配当所得(非上場株
式の配当)については、この制度は適用できません

住民税が源泉徴収されている

収
納
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

問
い
合
わ
せ
　
収
納
課
納
税
係
☎
内
線
３
１
４
２
、
収
納
課
収
納
整
理
係
☎
内
線
３
１
４
０

口
座
振
替
で
の
納
付

休
日
納
税
相
談
窓
口

忘
れ
て
い
ま
せ
ん
か
？

市
税
を
滞
納
す
る
と

市
税
の
納
付
方
法

市民の皆さんに納め

ていただく税金は、住

民福祉向上のためのさ

まざまな事業や施設整

備、教育の充実などに

必要な市民共有の財産

です。税金は納期限ま

でに納めましょう。

※時間はいずれも午前８時30分〜午後５時
※４月休日窓口の日程が、広報ぬまた３月号(４

月カレンダー)でお知らせした日程から変更と
なりましたのでご注意ください

平成31年度休日窓口日程表

平成31年
(2019年)

2020年

４月14日(日)

５月19日(日)

６月16日(日)

７月28日(日)

８月18日(日)

９月29日(日)

10月20日(日)

11月17日(日)

12月15日(日)

１月19日(日)

２月16日(日)

３月15日(日)

問い合わせ　課税課市民
税係☎内線３１４４

対象 当該上場株式等の所得を確定申告した人
市県民税申告書提出期限
○特別徴収(給与天引き)対象者 ５月15日(水)
○普通徴収対象者 ６月７日(金)
申告に必要なもの
▽印鑑
▽申告者本人のマイナンバーカード、または通知カード

(通知カードの場合は、通知カードの他に運転免許証
などの身元確認書類)

▽確定申告書の控え
▽当該上場株式等の所得の

内訳が分かるもの(確定
申告の際に内訳を添付し
て手元に資料がない場合
は不要)

市県民税申告書

 

対
象
住
宅

昭
和
56
年
５
月
31
日
以

前
着
工
の
一
戸
建
て
ま
た
は
併
用

住
宅
(２
分
の
１
以
上
が
住
宅
)で
、

在
来
軸
組
工
法
の
平
屋
・
２
階
建
て

対
象

住
宅
を
所
有
か
つ
居
住
し
、

市
税
滞
納
が
な
い

募
集
戸
数

５
戸

費
用

無
料
(耐
震
診
断
者
の
交
通

費
１
０
０
０
円
を
負
担
)

申
し
込
み

４
月
15
日
(月
)か
ら

対
象
住
宅

制
度
１
の
対
象
住
宅
に

加
え
個
人
が
所
有
か
つ
居
住
し
、

倒
壊
の
可
能
性
が
あ
る
、
ま
た
は

高
い
と
診
断
さ
れ
た
(貸
家
除
く
)

対
象

以
下
全
て
に
該
当

①
対
象
住
宅
の
居
住
者
(耐
震
改
修

後
に
居
住
す
る
人
も
可
)

②
世
帯
全
員
が
市
税
な
ど
の
滞
納
が

な
い

③
世
帯
員
の
中
に
前
年
所
得
が
６
０

０
万
円
を
超
え
る
人
、
か
つ
暴
力

団
員
が
い
な
い

募
集
個
数

１
戸

対
象
経
費

耐
震
改
修
設
計
費
、
耐

震
改
修
工
事
費
、
工
事
監
理
費

補
助
額

補
助
対
象
経
費
の
３
分
の

１
以
内
で
１
０
０
万
円
を
限
度

申
込
期
間

４
月
15
日
(月
)〜
11
月

29
日
(金
)

※
着
工
前
に
限
る

倒
壊
の
恐
れ
が
あ
る
住
宅
に
居
住

す
る
高
齢
の
人
や
障
が
い
の
あ
る
人

の
生
命
を
守
る
空
間
を
確
保
で
き
る

装
置
を
居
室
に
設
置
す
る
経
費
を
補

助
し
ま
す
。

機
種

群
馬
県
知
事
が
認
め
た
も
の

(市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
)

対
象
住
宅

制
度
２
の
対
象
住
宅
に

加
え
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

①
申
請
年
度
末
日
付
け
で
65
歳
以
上

の
人
の
み
居
住

②
身
体
障
害
者
手
帳
、
精
神
障
害
者

保
健
福
祉
手
帳
、
群
馬
県
知
事
発

行
の
療
育
手
帳
の
い
ず
れ
か
を
所

持
し
て
い
る
人
が
同
居

対
象

制
度
２
の
対
象
と
同
じ

募
集
個
数

１
戸

対
象
経
費

耐
震
シ
ェ
ル
タ
ー
等
購

入
費
、
運
搬
費
、
設
置
工
事
費

補
助
額

補
助
対
象
経
費
の
２
分
の

１
以
内
で
30
万
円
を
限
度

申
込
期
間

４
月
15
日
(月
)〜
11
月

29
日
(金
)

※
着
工
前
に
限
る

対
象
の
空
き
家
１
年
以
上
の
居
住

や
利
用
が
な
い
個
人
所
有
の
一
戸

建
て
、
ま
た
は
併
用
住
宅
(２
分

の
１
以
上
が
住
宅
)で
抵
当
権
が

設
定
さ
れ
て
い
な
い

※
物
置
な
ど
の
利
用
や
管
理
者
な
ど

が
同
一
敷
地
内
、
ま
た
は
隣
接
地

に
居
住
し
て
い
る
も
の
は
対
象
外

対
象

市
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
人

で
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

①
空
き
家
の
所
有
者
、
ま
た
は
相
続
人

②
①
の
い
ず
れ
か
か
ら
同
意
を
得
た
人

対
象
工
事

空
き
家
の
全
部
を
解
体

す
る
未
着
手
工
事
で
、
建
設
業
法

の
許
可
、
ま
た
は
建
設
リ
サ
イ
ク

ル
法
第
21
条
第
１
項
の
登
録
を
受

け
た
事
業
者
が
請
け
負
う
も
の

補
助
額

経
費
の
３
分
の
１
以
内
で

20
万
円
を
限
度

※
建
築
日
が
昭
和
56
年
５
月
31
日
以

前
を
証
明
す
る
と
10
万
円
加
算

申
込
期
間

４
月
15
日
(月
)か
ら

予
算
到
達
ま
で

※
着
工
前
に
限
る

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

建
築
住

宅
課
建
築
指
導
係
☎
内
線
４
２
１

７
へ

木造住宅などの耐震や
空き家の解体を支援します

いつ来るか分からない地震に備え、安心して住み続けられるように耐震改修工事をおすすめし

ます。生活環境や景観に悪影響を及ぼす空き家問題の解決に向けて、解体費用も助成します。

４月15日(月)
受 付 開 始

制度
１

木
造
住
宅
耐
震
診
断

制度
２

木
造
住
宅
耐
震

改
修
工
事
費
補
助

制度
３

耐
震
シ
ェ
ル
タ
ー

設
置
工
事
費
補
助

制度
４

空
き
家
解
体
補
助

＼４月８日(月)〜14日(日)／ 

新入学時期の

交通事故防止運動

スローガン

｢まもろうよ　
こうつうあんぜん

みぎひだり｣

通学や通園に慣れない新入学児童
などを交通事故から守るため、運転
手はやさしさと思いやりで運転しま
しょう。地域・学校・家庭は子ども
に交通ルールを教えましょう。
運動の重点
○通学路などの交通安全の確保
○効果的な交通安全教育の推進
問い合わせ 生活課生活係(東原庁舎

内)☎内線７７３５２へ


